
議案第２２号

　　　�川崎市基本構想の改定について

　川崎市自治基本条例（平成１６年川崎市条例第６０号）第１５条第１項の規

定に基づき、平成２７年１２月に定めた川崎市基本構想を次のとおり改めるも

のとする。

　　　　　　　　　　　　令和 ８ 年 ２ 月１２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

　　　川崎市基本構想

目　次

　Ⅰ　趣旨・目的

　Ⅱ　めざす都市像とまちづくりの基本目標

　Ⅲ　基本政策

　　１　生命を守り生き生きと暮らすことができるまちづくり

　　２　子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり

　　３　市民生活を豊かにする環境づくり

　　４　活力と魅力あふれる力強い都市づくり

　　５　誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくり

Ⅰ　趣旨・目的

　�　川崎市は、多摩川や多摩丘陵などの自然、地域に根付いた文化やスポーツ、

京浜臨海部の一翼を担ってきた産業の集積、交通・物流の利便性など、さま

ざまな特色を有しています。



　�　このまちの歴史を紐解くと、かつて街道や宿場として栄え、多くの人々が

行き交い、多彩な文化が根付き、現在に至るまで多様な価値観を受け入れ、

新しいものに寛容な風土が育まれてきました。

　�　また、震災や戦災、急激な経済成長の過程で直面した深刻な公害問題、右

肩上がりの経済成長の終焉など、これまで直面してきた数々の困難な局面に

おいて、知恵と工夫をもって挑み、乗り越え、ピンチをチャンスに転換して

発展を成し遂げてきました。

　�　こうした多様性や挑み続ける精神こそが川崎の強みであり、この強固な基

盤のもとに、さまざまな文化に彩られた利便性の高い生活都市として、また、

　�脈々と受け継がれてきたものづくり産業の伝統や、人口減少社会においても

　成長が見込まれる生命科学・医療技術、ヘルスケア、環境・エネルギーなど

　の新たな産業が息づく都市として、生き生きと発展を続け、令和６（２０２

　４）年７月１日には市制１００周年という歴史的な節目を迎えました。

　�　一方で、我が国は、長く続く低成長や超高齢社会の到来により、国・地方

を通じた財政状況の悪化と生産年齢人口の減少というかつてない困難に直面

しており、これまで人口増加が続いた川崎市においても、近い将来、急速な

高齢化と人口減少への転換が見込まれます。

　�　さらに、気候変動問題の深刻化、ＡＩ（人工知能）をはじめとする革新的

な技術の進展、国際情勢の不確実性の高まりなど、時代はまさに激動してい

ます。

　�　こうした局面において、これまで幾多の困難を乗り越えてきた川崎市の役

割と責任は、ますます重要性を増しており、その伝統と精神を継承しながら、

世界に冠たる技術や人材など、これまで蓄えた市民や事業者、行政等が持つ

かけがえのない財産を活かして、更なる持続的な発展に向けて、社会全体で

挑戦し続けなければなりません。



　�　このような思いのもと、ここに、川崎市がめざす都市像及びまちづくりの

基本目標を掲げるとともに、地域の力を結集し、将来に向けてまちづくりに

取り組みます。

Ⅱ　めざす都市像とまちづくりの基本目標

　　めざす都市像

　　「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまち　かわさき」

　　まちづくりの基本目標

　　「安心のふるさとづくり」「力強い産業都市づくり」

　�　市民が幸せに暮らし続けるためには、心のよりどころとなる「安心のふる

さとづくり」を進めていく必要があります。安心のふるさととは、すべての

市民が安全に安心して暮らせる環境のもと、子どもたちの笑顔があふれ、高

齢者をはじめとした誰もが多様な生き方や考え方を寛容に認め合いながら、

　�寄り添い、支え合い、社会に貢献することで生きがいを持ち、日常生活の質

的な充足や郷土への愛着と誇りを強く感じることができる成熟したまちです。

　�　こうしたまちづくりを進めるには、市民が主体となったさまざまな取組に

加えて、必要な行政サービスを将来にわたって安定的に提供していく必要が

あります。そのためには、国と地方の適切な役割分担のもと、自助・互助・

共助・公助のバランスのとれた地域運営を進めるとともに、川崎市が持続的

に成長していくことが不可欠です。

　�　これまで築いてきた産業の集積や、首都圏の中心に位置する恵まれた立地

条件などのポテンシャルを活かして、今後成長が見込まれる分野の産業振興

をさらに進めます。また、暮らしの質を向上させるような新たな価値を企

業・団体などの多様な主体と共に創造するなど、地域経済の活性化を図りな

がら、環境問題をはじめとする国際的な課題解決へ貢献し、我が国の持続的

な成長を牽引する「力強い産業都市づくり」を進めます。



　�　このように、成長と成熟が調和した持続的な発展を通じて、我が国、アジ

ア、世界の平和と繁栄に貢献し、誰もが幸せを感じられる川崎をめざしたま

ちづくりを進めるとともに、この素晴らしいまちを、未来を担う子どもたち

に引き継いでいきます。

Ⅲ　基本政策

　　まちづくりの基本目標を達成するために、５つの基本政策に取り組みます。

　１　生命を守り生き生きと暮らすことができるまちづくり

　　�　市民が安心して暮らすためには、生命や財産などが確実に守られる必要

があります。首都直下地震をはじめとした大規模地震の切迫性の高まりや、

世界的規模で見られる気候変動による影響など、安全が脅かされるような

出来事が増加する中においても、誰もが安心して暮らせるよう、市民の身

近な安全や生活基盤の確保に取り組むとともに、都市全体の安全性の向上

を図り、大規模災害にも耐えられるまちづくりを進めます。

　　�　また、超高齢社会にあっても、高齢者や障害者など、誰もが個人として

の自立と尊厳を保ちながら、住み慣れた地域や自らが望む場で、安心して

すこやかに生き生きと暮らせるまちづくりを進めます。

　２　子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり

　　�　将来を予測することが困難な時代においても、子どもたちが夢や希望を

抱いて、安心して生きていける社会を実現するために、妊娠期から子育て

期まで、子どもと家庭に寄り添った切れ目のない支援を進めるとともに、

地域全体で子育てを支えるまちづくりを進めます。

　　�　また、未来を担う子どもたちが、乳幼児期には、情緒の安定とともに、

他者への愛着や信頼感を醸成し、学齢期には、社会の中で自立して主体的

な人生を送る基礎を築くとともに、個人や社会の多様性を尊重し、共に支

え、高め合いながら成長し、若者として力強く羽ばたいていける社会をめ



ざします。

　３　市民生活を豊かにする環境づくり

　　�　私たちの暮らしは豊かな自然環境に支えられていますが、気候変動や資

源の逼迫、生物多様性の損失など、地球規模での環境問題は、より深刻化

しています。環境変化に対して柔軟に適応するとともに、市民、事業者な

どと協働しながら、脱炭素化や資源循環を加速するなど、地球や地域の環

境を保全し、健康で快適に暮らし続けることができる持続可能なまちづく

りを進めます。

　　�　また、多くの市民にとって母なる川とも言える多摩川や、多摩丘陵など、

生活にうるおいとやすらぎをもたらす市民共有の貴重な財産である緑を次

世代に継承するなど、人と自然が共生する社会を、さまざまな主体と力を

合わせてつくりだしていきます。

　４　活力と魅力あふれる力強い都市づくり

　　�　経済や暮らしを支える中小企業の活性化と、誰もが生き生きと働き続け

られる環境づくりを進めます。あわせて、人口減少や気候変動などの社会

課題解決につながる最先端技術やイノベーションを生み出す拠点を形成し、

我が国の成長を力強く牽引する、未来志向の産業都市づくりを進めます。

　　�　また、多くの人が集い、賑わう広域的な拠点の整備や、誰もが安全・安

心に暮らせる身近なまちづくりと、これらをつなぎ、支える交通ネットワ

ークの形成とを両輪で進めることにより、持続可能なまちづくりを進めま

す。

　　�　さらに、地域の歴史や文化に根ざした川崎らしさを大切にしながら、ス

ポーツや音楽などの地域資源を磨き上げます。それらが融合し、進化する

川崎の多彩な魅力を戦略的に発信することで、都市ブランドの確立とシビ

ックプライドの醸成を図り、賑わいと交流が広がるまちづくりを進めます。



　５　誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくり

　　�　「まち」は、生まれ、育ち、学び、働き、楽しみ、支え合うといった先

人たちの営みの上に形づくられてきたものであり、さらに将来にわたって

発展させていくものです。

　　�　地方への分権が進む中、まちづくりの主役は、そこで暮らし、活動する

すべての市民、団体、企業などであることから、市民と行政の「情報共有」

　　�「参加」「協働」を基本としながら、市民が主体となった、地域の身近な

課題解決を促進するとともに、多様な人々が生涯にわたって学び、生きが

いを感じ、共に認め合い、支え合いながら、個性と能力を発揮することが

できる地域社会をめざします。



参考資料

　　　改　定　要　旨

　本市の持続的な発展に向け、本市が直面している状況や将来を見据えた課題

認識等を踏まえ、現行の考え方を基本としながら、必要な見直しを行うもので

ある。




